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海 上 保 安 官 募 集 ! ! 　 採 用 試 験 の お 知 ら せ
海上保安庁では、海技士や無線通信士の有資格者
を対象とした職員採用試験を行ないます。試験に合
格し採用となると、平成１８年４月より海上保安学校
門司分校（北九州市）で約６ヶ月の研修を受けた後、
巡視船や航行援助センターに配属されます。

あなたの技術・経験で日本の海を守りませんか？

【申込期間】１０月１２日から１０月２６日まで　【道内
の試験地及び申込先】小樽、函館、釧路　【試験日･
内容】第１次試験：１１月１３日（日）（教養試験）、第２
次試験：１１月１４日（月）（人物試験、身体検査、体力
測定等）　【その他】受験資格や試験内容等の詳細は、
稚内海上保安部へお問い合わせいただくか、海上保
安庁ＨＰをご覧下さい。℡（０１６２）２２－０１１８
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ[http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyou/]

海難防止を願っています　～漁船海難防止強化旬間

北海道における過去５年間の全海難

に占める漁船海難の割合は約６割
で、死亡・行方不明を伴う海難では約
８割を漁船海難が占めています。

全国では昨年１７５人の漁船員が死
亡・行方不明となっており、そのうち北
海道は３４人であり全国の約２割を
北海道が占めています。

　９月２１日（水）から３０日（金）までの間、全国一斉に『漁船海難防止強化旬間』が実施さ
れています。稚内海上保安部では、漁船への訪問や漁業無線での放送を通じ、ライフジャ
ケットの常時着用や安全運航の徹底を呼びかけています。

９月１５日（木）稚内港湾合同庁舎において海上保安業務説明会が開催され
ました。参加したのは７０歳以上の稚内市恵比須町内会の住人。「同じ市内に
住んでいて庁舎の外観は見ているがその中については良く知らないでいるこ
とから、少しでも理解し関心を持ちたい」という思いで参加したということです。

漁船海難は秋から冬に
かけて多発する傾向にあ
ります。


